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◇

供託された家賃の収入計上時期

Q:家賃の値上げを巡って裁判になり、賃

借入が家賃相当額を供託しています。供託さ

れた家賃はいつ収入に計上するのでしょうか。

また、賃貸借契約そのものが有効かどう力、

という裁判の場合はどうなりますか。

A_：不動産賃貸料の収入計上時期は、原則

として、契約又は慣習によって支払日が定め

られているものについては、その支払日、支

払日の定められていないものについては、そ

の賃借料の支払を受けた日（請求があった時

に支払うべきものとされているものについて

は、その請求のあった日）とされています。

家賃の値上げを巡る裁判の場合、供託され

た金額は当初の契約等により定められていた

支払日が、収入計上時期となります。これは、

供託された金額については、当事者間に争い

はないと考えられるためです。

な お 、 家賃の値上げを巡って争っている場

合に、和解により賃貸人が一時に受けた賃借

料相当額（既に供託された金額は除きます。）

については、和解のあった日の属する年分に

収入に計上します。

また、賃貸借契約そのものが、有効かどう

かという争いの場合には、その係争期間中の

家賃相当額は、最終的な判決や和解等があっ

た日が収入計上時期となります。

仮に裁判が長くなって3年以上の家賃を判

決等のあった日の収入とする場合には、臨時

所得として一定の税額計算をすることもでき

ます。


